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本稿は前稿1に続く， 18世紀のパーニニ文法

家ナーゲーシャ・バッタによって著された『パ

リバーシェーンドゥシェーカラ』の解釈規則50:

asiddharp bahir拍 gamantaraiJ.ge （以下， antara白ga

解釈規則と表記）の翻訳研究である。今回その

翻訳を試みた箇所の内容を大別すると，以下の

通りである。

(l)antara白ga解釈規則の意味

(2)tripadIで、規定されている規則が antar-

ati.gaであり， sapadasaptadhyayIで規定され

ている規則がb油irati.gaである場合， P.8.2.1

piirv抑制ddhamにより， antarati.ga解釈規則

が無効となることの説明

(3)P.6.4.132に言及されているatHがantar-

ati.ga解釈規則の指標（j回paka）であること

の証明

このように，今回の翻訳箇所は antaraiJ.ga解釈

規則の存在性と意味を説明する極めて重要な箇

所である。

2. antarailga解釈規則の解釈

[2.1. ant訂ati.ga解釈規則の意味】

antarailge kartavye jata:iμ tatkalapriiptika:iμ ca 

bahirailgam asiddham ity arth功 IVfscatyiidi~u 

padasa:iµskiirapak~e samiinakiilatvam eva dvayor iti 
bodhyam // 

antara白ga［の適用］が実現されるべきとき，

すでに生じている (jiita)bahirailgaあるいはその

[antarati.ga］と同時に結果する（tatkal apraptika) 

bahira白ga［の適用］はまだ成立していない，と

いうのが［この解釈規則の］意味である。

l間瀬［2006a]
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忍

vrfrati （「彼は切り落とすJvra§c, 3rd. sg. 

pres. P.）などの事例において，〈語形成見

解） (padasarpskarapak~a）では，まさに［P.6.1.66
による v音の脱落操作と P.6.1.16による

「sarpprasarai:ia「代置操作の］両方が同時に適

用されると理解されるべきである20

2 【本文の解説】ナーゲーシャは，ここで「〈語形成見

解） (padasarpskarapak~a）では」と述べることによって，
〈段階的派生法） (kramei:ianvakhyana）によって派生され
た場合にはこれら二つの規則は同時には適用されないと
いうことを意図している。

ノfーニニ文法学において語を派生するためには大きく

分けて二つの方法がある。動調語根などの要素に，附加
辞や接尾辞などの要素を順番に加え，それらの要素が一つ
加えられるたびにその段階で適用できる操作を適用して
いく手法（段階的派生法， kramei:ianvlikhyana）と最初に語
の全ての構成要素を並列に並べてそれら全ての要素に対
して適用可能な規則を順番に適用していく手法（並列的派
生法， vibhajyanvakhyana）である。 vibhajyanvakhyanaは

さらに二つに分けられる。 「pada「を構成要素に分解し
て規則を適用するく語形成見解〉と文章を構成要素に分解
して規則を適用する〈文形成見解） (vakyasarpskarapak~a) 
である。

〈語形成見解〉に従って vrfcatiの派生を以下に示す。

【vrscatiの派生｝
(1) vrafc +Sa+ ti 

(2) vrasc + a +ti P.6.1.16 

(3) vrfc + a十 tiP.6.1.108 

vrfcati 

*(2) rafc + a +ti P.6.1.66 

*(3) rafc + a +ti P.6.1.16 

*(4)rfc +a +tiP.6.1.108 

［派生説明］
(1）の段階で vr§catiの構成要素が並置される。（2）の段

階で＇SaはP.1.2.4によりNitとして扱われるので P.6.1.16

により vrafcのrに「sarpprasarai:i♂であるrが代置され

る。（3）の段階で「sarpprasar切aつである vrafcのrはoに
後続されているのでP目6.1.108によりr-aに先行要素であ
るrが唯一代置され， vrfcatiが派生される。このように，
〈語形成見解〉では，まず全ての要素が並べられ，そのあ
とにそれら全ての要素に対する操作が同時に適用可能と
なる。 vrfcatiの場合は (1）の vrafc+a+tiの段階で実際に
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【2.2.解釈規則： antarangaryibahirangad baliyaり
の否定】

etenantarangaf!l bahirangad ba!Iya iti paribha~a

ntaram ity apastam I enam asritya viprati号edhasiitre

bha~ye tasyaり pratyakhyan亘c ca I an-

tarangasastratvam asya Ii白gam/

このことから，当該解釈規則とは別に

「bahir泊gaより antarangaが強力である」（an-

tarangaryi bahira白gadbaliy功）という解釈規則が

成立する，という見解は否定される。そして

適用可能な操作は二つある。＊（2）で示した， P.6.1.66で規
定されている vra§cのv音の脱落操作と，（2）の段階で実
際に適用されている， P.6.1.16によって規定されている

vra§cのrに対する「sarμprasarai:i♂代置操作である。
このように二つの操作が同時に適用可能な場合，どち

らの操作が優先して適用されるかを決定しなければなら
ない。その場合に規則の適用の優先性を決定するために
用いられるのがantaranga解釈規則である。この例におい
ては先におこる要素である動詞語根を根拠とする v音の
脱落操作の方が，後で動詞語根に結合される要素であるお

を根拠とする「sarμprasara凹寸代置操作よりも antaranga

であるから， v音の脱落操作の適用は「sarμprasaraり♂代
置操作が適用されるとき成立していない。したがって， v

音の脱落操作が「sarμprasarai:i♂代置操作に対して優先
適用される。

しかし，この事例の場合には vrascは Dhatupa¥haに
vra§cと表示されていることから， Dhatupa¥haの権威を重
んじて，この操作は適用されず，（2）の段階で P.6.1.16に

よる「sarμprasarai:ia「代置が適用され， vrscatiが派生さ
れる。詳細は間瀬［2006a］参照

［関連規則I
P.3.2.123 vartamane la¥ ／／（「現在に属する行為を表示する
動調語根のあとに IA!t妾辞がおこる」）
P.3.4.78 tiptasjhisipthasthamibvasmastatarμjhathasatharμ 

dhvamic;!vahimahin // （「L音の代わりに， ti?, tas, jhi, 

siP, thas, tha, mi?, vas, mas, ta, iitam, jha, thiis, 

iithiim, dhvam, iT, vahi, mahiNという代置要素がお
こる」）

P.3.1.77 tudadibhyaドa与／／（「行為主体を表示する「sarva-

dhatukalが後続するとき， tud「打つ」に始まる一群の動

詞語根のあとにお接辞がおこる」）

P.6.1.16 grahijyavayivyadhiva卯vicativi;-5catipi;cchati-

bhrjjatrnarμ 白itica// （「KあるいはNをitとして持つ接辞

が後続するとき， grah「捉えるJ'jyii「古くなる」， ven

「編む」， vyadh「貫く J, vas「欲求する」， vyac「編す」，
vrasc「切る」， pracch「尋ねる」， bhrasj「あぶる」という

これらの動詞語根の半母音の代わりに「samprasaran♂
がおこる」）

P.6.1.108 samprasarar:iac ca // （「「sarμprasarai:ia1 に母音
が後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先
行要素が代置される」）
P.6.1.66 Iopa vyor vali // （「v音または y音に vALが後続
するとき， v音または y音は脱落する」）
P.1.2.4 sarvadhatukam apit // （「pを itとしてJ寺たない

「sarvadhatuk♂はNitとみなされる）

［この見解は］ P.l.4.2 に関する Bha~ya におい
て［パタンジャリが］この当該解釈規則に基

づいてその［解釈規則］を拒絶していること

からも［否定されるJ¥ 
antarangaである文法規則であることが当該

解釈規則］の［適用の］目印（linga）である40

(2.3. P.6.4.132のuTHが示す antaranga性】

【2.3.l. tripadi中の規則に対する antaranga解釈

規則の適用】

【2.3.1.1.tripadIでの antaranga解釈規則の適用

の否定］

iyaf!l ca tripadyaryi na pravartate tripadya asid-

dhatvat I 

そしてこの［解釈規則］は tripadI (P.8.2-

4）においては実効しない。なぜなら

[P.8.2.1 purvatrasiddham により］ tripadIは

[sapadasaptadhyayI (P.1-P8.1）に対して］成立

していないからである。

3P.1.4.2に対する vt. 8で antaranga規則が後続規則
(para), nitya規則などに対して強力（baliyas）であることが
述べられている。そしてその vt.8に基づ、けばbahirangaに

対しても antarangaが強力であると考えられる。しかしパ
タンジャリは， R1.4.2 に関する Bha~ya において， bahiranga
に対して antarangaが優先適用される根拠は antar回 ga解
釈規則であり， bahirangaに対する antara白gaの強力性で
はないと述べている。ナーゲーシャは，その Bha~ya にお
いてパタンジャリは antara白garμ bahirangad balfyめとし〉う
解釈規則を否定していると考えるのである。
vt. 8 on P.1.4.2 (I. 306.11-12) ・ antarangarμ ca// 

（「さらに， antarangaは強力であると言われるべきで

ある」）
MBh on P.1.4.2 (I. 310.2-4) : ubhe tarhi kartavye I nety 

aha I anayaiva siddham I ihapi syon功syonetyasiddha-

tvad bahirangalak~ai:iasya gui:iasyantarangalak~ai:io 

yar:iadefo bhavi~yati // 

（「【反論］その場合，［antaranga解釈規則と antarangarμ

caという言明の］両方が適用されるべきである。
【答論］そうではないと述べる。この［antaranga解釈

規則］だけによって［語形が］確立される。 syona~.
syoniiというこれらの［事例に］おいても， bahiranga

として特徴づけられる「gur:ial代置が成立しないか
らantarangaとして特徴づけられる半母音代置がおこ

るだろう」）

4ナーゲーシャによれば，操作に必要な解釈規則はそ

の操作を規定した操作規則にある目印（linga）によってそ

の操作に引きつけられる。
PIS (6.ト2): kary巴凹 svasarμskaraya svavrttilinga-

cihnitaparibha~ai:iam ak~epa iti yavat I 

（「要するに，文法操作は自身の形成のために自身に存
在する目印によって指し示される解釈規則を引きつ
けるということである」）

したがってこの場合も antarangaである文法規則がこの
解釈規則を引きつけると考えられる。

つ剖QU
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[2.3.1.1.1. P.6.4.132のuTHが指標であることの

証明】

[2.3.1.1.1.1. P.6.4.132のuTHが指標である理

由】

asyarμ ca vahau~hsutrastham u~hgrahaりarµ j白apa-

kam ity e~a sapadasaptadhyaylstha I anyatha 

sarμprasarai:iamatravidhanena laghupadhagui:ie 

v~ddhir eci (P.6.1.88) iti v~ddhau visvauha ityadi-

siddhes tadvaiyarthyarμ sp時tam eva I satyarμ 

hy etasyarμ bahirailgasarμprasarai:iasyasiddhatval 

laghupadhagui:io na syat // 

そして，この［解釈規則］に関してはP.6.4.132

vaha ii!hという規則におけるuTHの言及が指

標 (jfiapaka）であるから，この［解釈規則］は

sapadasaptadhyayI中にある。もしそうでないと

するならば，その ［uTHの言及］が無益とな

ることはまったく明らかである。なぜなら，

[P.6.4.132にuTHが言及されなくても， P.6.4.I 31 

から継起した］ r sarpprasaral)a「だけが規定さ

れることによって，「upadhflの「laghu寸［で

ある iK］に「gu9a「代置が［適用され］， P.6.1.88 

v~ddhir eciによる「vrddhi寸 ［代置］が［適用

されれば］ visvauhal; ( visvavah「全てを支える

もの」， acc.pl.) など［の語形］が確立される

からである。実にこの［解釈規則の適用］があ

る場合には， bahirangaである［P.6.4.132によ

る］ 「sarpprasara9a1 代置［の適用］は成立し

ていないので，［antarangaである P.7.3.86によ

る］ 「upadhalの「laghu寸 ［である iK］に対

する「g問 a「代置はおこりえないであろう 50

月【本文の解説］パーニニは antaranga解釈規則の存

在を意図して P.6.4.132にiiTHという言及をした。なぜ

なら， antaranga解釈規則がないとするならば， P.6.4.132
にitTHを言及しなくても，次のように派生を説明するこ

とができるからである。

【νisvauha~1の派生： P.6.4.132 に iiTH が言及されていない
場合］

(I) visνa-Nas + v正1h+ J:lvl + Sas 

(2) visva as + vah ＋ φ ＋ as P.6.1.67 
(3) visva-as ＋νah＋ φ＋ as P.7.2.116 
(4) vifva + viih ＋ φ＋ as P.2.4.71 
(5） νisva + uah ＋ φ＋ as *P.6.4.132 

(6） νifva + uh ＋ φ＋ σs P.6.1.108 
*(7) visva + oh ＋ φ＋ as P.7.3.86 
*(8) visvauh ＋ φ＋ as P.6.1.88 
*(9) visvauh ＋ φ＋σrU P.8.2.66 
行10）νifva同＋ φ＋ ab P.8.3.15 

ヘ；i§vauha{1

［派生説明］
(I）の段階でνisvauhabの構成要素が並べられる。（2）の

【2.3.1.1.1.2.P.6.4.132にuTHが言及されていな

い場合でも vifvauhal;の派生に antaranga解釈規

則の適用機会はないという反論の否定】

na ca puganta (P. 7.3.86) iti siitre nimittam iko 

vise~ai:iam ata eva bhinatfityadau na guりaeval11 

ca najanantarye iti ni~edhat katharμ paribha持ー

段階で P.6.1.67により， vにφが代置され， NνIが脱落

する。（3）の段階でNを itとして持つのはに後続された

vahの「upadhiflのG にP.7.2.116によって「Vfddhflが

代置される。（4）の段階で P.2.4.71により visvaに後続す

るsUPであるNasが脱落する。（5）の段階で visvaviihは

P.1.4.18により「bha「であるので， P.6.4.132により viihの

vに「sarp.prasarai:ia1 である uが代置される。（6）の段階で

P.6.1.108により「sarp.prasarai:i♂である uとそれに後続す

るdに先行要素である uの唯一代置がおこる。＊（7）の段階

でuhは「ardhadhatuk♂に後続されているので， P.7.3.86

により「laght日である「upadha＇の uに「gui:ia「が代置

される。＊（8）の段階で νisvaのσにohのoが後続してい

るので P.6.1.88により。と oに「Vfddhi1の唯一代置が

おこる。＊（9）の段階で P.8.2.66により「padaつの最終要

素である sにrUが代置される。＊(10）の段階で「pada「
の最終要素である rUに休止が後続しているのでP.8.3.日
により rUにhが代置され， visi仰 1habが派生される。

しかしパーニニは次のように考えて P.6.4.132にiiTHを

言及した。 P.6.4.132に対して P.7.3.86による「gui:ia＇代
置操作は antara白gaである。したがって antar柏 ga解釈規

則により，＊（7）の段階で P.6.4.132が適用された後の語形

に対しては， P.7.3.86による「gui:iaつ代置操作は適用でき

ないことになる。したがって antaranga解釈規則の適用

が回避されなければならない。この目的を果たすのが，

ii.THの当該規則における言及である。

この場合， P.7.3.86による「gui:i♂代置の根拠は vahと

J:lvlであるのに対し， P.6.4.132によるilTH代置の根拠は
νahとNνIが結合されたあとの語形である vahである。し

たがって結合されるまえの要素を根拠として持つ「gui:i♂
代置がantarangaである。間瀬［2006b］参照。

なお， visvauhabの実際の派生は以下の通り。

【νisvauhabの派生： P.6.4.132にii.THが言及されている場

合】
(I) visva-Nas + vah + f:lvl + Sas 

(2) visνα－as + vah ＋ φ＋ as P.6.1.67 
(3) visva-as + vah ＋ φ＋ as P.7.2.116 

(4）νisva 

(5) visva 

(6) visνσ 
(7) visva11h 

(8) vifvauh 

(9) visνauh 

visvauhab 

［派生説明］

+ viih ＋ φ＋ as P.2.4.71 
+ lliih ＋ φ＋ as P.6.4.132 
+ iih ＋ φ＋ as P.6.1.108 

＋ φ＋ as P.6目1.89
＋ φ＋ arU P.8.2.66 

＋め＋ σbP.8.3.15 

(I）の段階で νisvauhゅの構成要素が並べられる。（2）の
段階で P.6.1.67により， νにφが代置され， J:lvlが脱落

する。（3）の段階でNを itとして持つJ:lvlに後続された

νahの「upadha「の d lこP.7.2.116によって「V¥ddh1寸カf

代置される。（4）の段階で P.2.4.71により visvaに後続す

-83一
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pravrttir iti vacyam I pratyayasyangarpfa utthita-

kailk~atvena tatraivanvayat I pugantetyadau kar-

madharayasraya9ena pratyayapar泊 g瓦vayavalaghι

padhariipeko gu9a itiko gu9avrddhl (P. l. l.3) iti 

siitrabha~yasarpmate 'rthe bhinatfityadav ado号証cca 

／／ 

るsUPであるNasが脱落する。（5）の段階でばかavtihは

P.1.4.18により「bha寸であるので， P.6.4.132により viih

のvに「sarpprasarai:i♂であるdが代置される。（6）の段

階で「sarpprasarai:i♂であるdとそれに後続する母音であ
るdにP.6.1.108により先行要素であるaの唯一代置がお

こる。（7）の段階でilTHにαが先行しているので P.6.1.89

により oとdに「vrddhi寸が唯一代置される。（8）の段階

で P.8.2.66により「pada寸の最終要素である sにrUが

代置される。（9）の段階で「pada「の最終要素である rU

に休止が後続しているので P.8.3.15により rUにhが代置

され， visvauha?zが派生される。

［関連規則I
P.6.1.67 ver aprktasya // （「「aprkt♂である vに脱落がお

こる」）
P.7.2.116 ata upadhay功／／（「Nあるいは府を itとして持つ

接辞が後続するとき， 「a白ga「の「upadha＇の「 laghu寸

である oの代わりに「vrddhi「がおこる」）

P.2.4.71 supo dhatupratipadikayoり／／（「「dhatu「 （動詞語

根）という術語で呼ばれるものと， 「pratipadik♂（名詞
接辞）という術語で呼ばれるもの内部に含まれる sUPに

脱落がおこる」）

P.6.4.132 vaha ii¥h II （「vtihでおわる「bh♂の vの代わり

に「saIJ1prasarai:ia「であるii(it!H）が代置される」）

P.6.1.108 samprasarai:iac ca II （「日aIJ1prasarai:i♂に母音が

後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先行

要素が代置される」）

P.7.3.86 pugantalaghiipadhasya ca II （「「sarvadhatuka寸と

「ardhadhatuk♂が後続するとき，「ailgalのpUKの先行

要素である iKの代わりに，あるいは，「anga「の「laghu「

である「upadha「である iK代；わりに「gui:ia寸がおこる」）

Kasika に従えば， P.7.3.86 は「「sarvadhatuk♂と

「ardhadhatuka「が後続するとき， pUKを最終要素とす

る「ailga寸の iKの代わりに，あるいは， 「upadha「に

「laghu寸をもっ「anga「の iKの代わりに「gui:ia「がお

こる」というように解釈できる。しかし，この節におい

てナーゲーシャは注 9 に挙げた Bha~ya に基づく P.7.3.86
の解釈が正しい解釈であることを前提としているので，

それを P.7.3.86の解釈として上に示した。

P.6. l .88 vrddhir eci II （「。音に eCが後続し， eCにo音が

先行するとき，その先行する。音と後続する eCの代わ

りに「vrddhi「が唯一代置される」）

P.8.2.66 sasaju号oruりII（「sを最終要素として持つ「pada「

とsa)u:jというこの「padaつの最終要素の代わりに rUが

おこる」）

P.8.3.15 kharavasanayor visarjaniya~ II （「khARと休止が後

続するとき rを最終要素として持つ「pad♂の最終要素

にvisarga代置がおこる」）

【反論］しかし， P.7.3.86pugantalaghupadhasya 

caという規則における［「gm:ia＇代置の］適

用根拠は iKの限定要素である。まさにこ

のことから bhinatti（「彼は裂く」 bhid, 3rd, 

sg.pres. P.）などの事例において「gu9al ［代

置は適用］されない60 そしてこのような場合，

PISS I: najanantraye bahi~tvapraklptiりという解

釈規則7によって［「gm:ia'代置がbahirangaで

あることは］否定されるから，どうして antar泊 ga

解釈規則が適用されよう 8。

P.6.1.89 etyedhatyii¥hsu II （「o音に eCではじまる I「行く」，

edh 「成長するJという動詞語根，あるいはliTHが後続す

るとき，先行要素と後続要素の代わりに「vrddhi「が唯

一代置される」）

6 【bhinattiの派生］
(l)bhid + ZATP.3.2.123 

(2) bhid + tiP P.3.4.78 

(3) bhi +SnaM +d + ti P.3.1.78, P.1.1.47 

(4) bhi + na + t + ti P.8.4.55 

bhinatti 

［派生説明］
(1）の段階で P.3.2.123により bhidに現在接辞 LATが導

入される。（2）の段階で P.3.4.78により LATに三人称単数

「parasmaipada「の代置要素である tiPが代置される。（3)

の段階で bhidはrudhではじまる動詞語根群の動詞語根

であり， 「sarvadhatuk♂である tiが後続しているので
P.3.1.78によりSnaMカfおこる。 SnaMはM をitとして

持つ附加辞であるので， P.1.1.47により bhidの最後の母

音である iのあとにおこる。（4）の段階でjhALである d
にk九4.Rである tが後続しているので， P.8.4.55により d

にtが代置され， bhinattiが派生される。

［関連規則］

P.3.2.123 vartaman巴la¥II （「現在に属する行為を表示する

動調語根のあとに ／Al接辞がおこる」）

P.3.4.78 tiptasjhisipthasthamibvasmastlitlirpリhathasatharp-
dhvami<;Jvahimahi白 II（「L音の代わりに， tiP, tas, )hi, 

siP, thas, tha, miP, vas, mas, ta, iitiim, )ha, thtis, 

titham, dhvam, iT, vahi, mahiNという代置要素がお
こる」）

P.3.1.78 rudhadibhyaD foam II （「rudh「妨げる」などの動

詞語根のあとにおaM接辞がおこる」）

P.1.1.47 mid aco’ntyat paraD II （「最終の母音のあとに itで

ある m音がおこる」）

P.8.4.55 khari ca II khari ca parato jha!arp caradefo bhavati 

II （「さらに， khARが後続するとき jhALの代わりに cAR

とし〉う代置要素がおこる」）

7PIS51: najanantary巴 bahi~＼vaprak!ptiち／／（「母音の他の
要素との直接的連続性を根拠とする antarangaが適用さ

れるべきとき，すでに生じている bahirailgaにbahiranga
性は結果しない」）

自【本文の解説］反論者は， P.6.4.132にii.THが言及されて

いない場合， visvauha?zの派生（【vi§vauha~1の派生： P.6.4.132
にiiTHが言及されていない場合］）において antaranga解

釈規則の適用機会はないと考え， P.6.4.132におけるttTH

の言及は antaranga解釈規則の指標ではないと主張する。

【νi§vauha!zの派生： P.6.4.132にfiTHが言及されてい
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【答論］そのように言ってはならない。なぜな

ら，接尾辞［「sarvadhatuka1 「ardhadhatuka1 ] 

は「a勾aつの部分に対して期待がおこるものと

して，まさにその［「a白gal］と結び、つくから

である。

さらに， pugantα云々に関して， ［laghupadha
とし追う語を bahuvnniとしてではなく］ karma-

dharaya として認めることによって，「接尾

辞［「sarvadhatuka「「ardhadhatuka寸］が後続

する「angalの部分である， 「laghu「である

「upadha「であるところの iKの代わりに

「gu9alがおこる」という意味が成立するこ

とがP.l. I .3 iko gu9avrddhfという規則に関する

Bha~ya において認められており 9, bhinattiな

どの事例に関して間違いがおこらないからで

ない場合】で適用されている P.7.3.86の laghiipadhasya

をパフヴリーヒで解釈すると P.7.3.86は「「upadha'

に「laghu寸をもっ「anga寸のあとに「sarvadhatuka寸と

日rdhadhatuk♂が後続するとき，その「anga＇の iKの代

わりに「guり♂がおこる」と解釈できる。その場合，上述

したbhinattiの派生の（2）の段階で， bhinatという「ang♂

は「upadha寸に「laghuつである oをもっているので， ti

という「sarvadhatuka「が後続しているとき， P.7.3.86の適
用条件を満たしてしまうことになる。そのため， bhinatの

ぼである iの代わりに「gui:i♂がおこり，誤った語形を派
生してしまうことになる。しかし，実際には bhinattiの派

生では「gui:i♂はおこらない。そのため，反論者は上述の

ような解釈ではなく，「「anga「の「upadha＇の「 laghu寸

である iKにらむvadhatuk♂と「ardhadhatuka寸が後続

するとき， iKの代わりに「guり♂がおこる」と解釈すべ
きであると考える。そのように考えた場合， P.7.3.86にお

ける「「sarvadhatuk♂と守rdhadhatuk♂が後続すると
き」とし寸条件の言及は， iKを限定するものであると考え

ることができるので，この場合の P.7.3.86による「E明日

代置は， iK（母音）と他の要素すなわちらおvadhatuka'

と「ardhadhatukaっとの直接的連続性を根拠とする an-

taranga となる。したがって， PISの Paribha~a5Iで規定
されている najantaryeという解釈規則により， P.6.4.132

に il!H が言及されていなかったとしても， visvauha~の派
生において antaranga解釈規則は適用機会を持たないの
ではないかというのである。

りノtタンジャリは次のように述べている。
MBh on引.l.3 (I.47 .6-9): pugantalaghupadhasyeti 

naivaf!1 vijiiayate pugantasyangasya laghupadhasya ceti 

I kathaf!1 tarhi I puky antaI:i pugantaI:i I laghvy upadha 

laghupadha I pugantas ca laghupadha ca puganta-

laghupadhaf!1 I pugantalaghupadhasyeti I avasyaf!1 caitad 

巴vaf!1vijiieyam I angavise~ai:ie hi satlha prasajyeta bhi 

natti chinattlti // 
（「［P.7.3.86の］ pugantalaghiipadasyaという［部分］

は「「upadhaつに「laghuつをもっ［「angaつの iKの］
代わりに，あるいは， pUKを最終要素として持つ

ある。

【2.3.1.1.1.3.P.6.4.132のuTHはprauha!iなどの

語を派生するために規定されているという反論

の否定］

akarantopasarge 'nakarante copapade vaher vaher 

vii ryvivicav anabhidhanan na sta eva I varyiihetyadi 

tiihat功 kvipibodhyam I dhatiinam an巴karthatvan

narthasa:rp.gatiりIprauha ityady asadhv eva vrddher 
aprapteりIasyohasyanarthakyan na pradiihoqho ity 

asyapi pravrttiりH

α音で終わる「upasargaつが先行する場合，さ

らに， 「upapadalが α音で終わる項目でない

場合，動詞語根vahあるいはほhのあとに， J:lvl

とv!Cは決して起こらない。なぜなら，そのよ

うな派生形は文法的に正しくても実際の使用に

おいて認証されないから（anabhidhanat)10 o 

varyuha (vaη励「水瓶を運ぶもの」 inst.sg.) 

などの語形は，動詞語根励に Kv!Pが後続する

とき［派生されると］理解されるべきである。

[varyuhが動詞語根励（「推測する」）から派生

されても］動詞語根は複数の意味を持っている

から［「水を運ぶもの」という］意味に不整合

［「anga「の iKの］代わりに」とこのようには理解さ
れない。
［問］それではどのように［理解されるのか］。

［答］ pugantaとは［「anga「の］ pUKの先行要素

［である iK］であり， laghiipadhiiとは［「ali.ga寸の］

「laghuつである「upadha' ［である iK］である。そ

して， pugantalaghilpadhaとは［「ang♂の］pUKの先

行要素［である iK］と［「a珂♂の］「laghu「である

「upadha' ［である iK］である。［それの第六格単数
形が規則の中の］ pugantalaghiipadhasyaである。そし
て，このことは以上のように必ず理解されるべきであ

る。なぜなら， ［pugantaとlaghilpadhaが］ 「ang♂
に対する限定要素である場合には，［パフヴリーヒで
解釈され］ bhinatti, chinattiというこれらの事例にお

いて［iKに「guり♂代置］が帰結してしまうだろう
からである」）

パタンジャリは，複合語pugantaをpukianta~ というよう
に分析している。この場合のantaという語は， Padama吋arf
では samfpa（「近接要素」）, Nyasaでは「pUKが後続す
る場合の構成要素」（pukiparato’vayavaり）を意味する。

10【本文の解説】 P.6.4.132にii!Hが言及されていなかっ

たとしよう。この場合， P.6.1.94により「Vfddhi「代置は
おこらないので prauha~は派生し得ない。そのため，パー
ニニがP.6.4.132にil!Hを言及したのは antarali.ga解釈規
則を知らしめるためではなく， prauha~の派生に必要だっ
たからではないのかという反論が提起される。

もし P.6.4.132にil!Hが言及されていなければprauha/1

の派生は以下のようになり正しい語形は派生されない。

【prauha~の派生： l 】

F
D
 

Q
U
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(I) pra 

(2) pra 

(3) pra 

*(4)pra 

*(5) pra 

*(6) pra 

*(7) proh 

*(8) proh 

*(9) proh 

*proha!z 

［派生説明］

+ vah +f:Vvl +Sas 
+ vah + </J + as P.6.1.67 
+ viih ＋ ゆ ＋ as P.7.2.116 

+ uiih ＋ φ＋ as P.6.4.132 

+uh＋ φ＋ as P.6.1.108 

+oh十 ゆ ＋ as P.7.3.86 

＋ φ＋ as P.6.1.94 

＋ φ＋ arU P.8.2.66 

＋ゆ＋ a~ P.8.3.15 

(I）の段階でprauha!zの構成要素が並べられる。（2）の段

階で P.6.1.67によりf:Vvlが脱落する。（3）の段階でpravah

lこf:Vvlが後続しているので P.7.2.116により vahの G に

「vrddhi「であるdが代置される。＊（4）の段階で、praviihは

viihを最終要素とする「もh♂であるのでP.6.4.132により

viihのvに「sarμprasarai:i♂である uが代置される。＊（5)

の段階で P.6.1.108により， 「sarpprasarai:ia寸である uと
それに後続するdの代わりに先行要素である uの唯一代

置がおこる。＊（6）の段階で uhが「ardhadhatukaI である

f:Vvlに後続されているので P.7.3.86により「laghu「であ

る「upadha＇の uに「grn:i♂が代置される。＊（7）の段階

でσで終わる「upasarga「である praにoで始まる ohが
後続しているので， P.6.1.94により αとoの代わりに後続

要素である oが唯一代置される。＊（8）の段階で P.8.2.66

により「pad♂の最終要素である仰の sにrUが代置さ

れる。（9）の段階で「pad♂の最終要素である rUに休止

が後続しているのでP.8.3.15により rUにhが代置される。
派生形は， ＊prohabで、あって prauhabで1まない。

しかし， P.6.4.132にilTHが言及されることによって

prauhゅの派生は以下のように説明できる。

[prauhabの派生： 2]
(I) pra + vah ＋ろTvl+Sas 

(2) pra + vah ＋ φ＋ as P.6.1.67 

(3) pra + viih ＋ φ＋ as P.7.2.116 

(4)pra +iliih＋ ゆ＋ as P.6.4.132 

(5) pra + iih ＋ φ ＋ as P.6.1. l 08 

(6) prauh ＋ φ＋ as P.6.1.89 

(7) prauh ＋ φ＋ arU P.8.2.66 

(8) prauh ＋ め ＋ a!z P.8.3.15 

prauha~1 

［派生説明］

（！）の段階でprauha!zの構成要素が並べられる。（2）の段
階で P.6.1.67によりf:Vvlが脱落する。（3）の段階でpravah

lこf':Vvlが後続しているので P.7.2.116により vahの。に

「vrddhilであるdが代置される。（4）の段階でpraviihは

viihを最終要素とする「bha「であるのでP.6.4.132により

νahのvに「sarpprasarai:iaI であるii(iiTH）が代置される。

(5）の段階で P.6.1.108により， 「sarpprasarai:ia寸であるG

とそれに後続するdの代わりに先行要素であるaの唯一代

置がおこる。（6）の段階でpraのαに励のu(uTH）が後続

しているので P.6.1.89 により。と d のf~わりに「vrddhi「

が唯一代置される。（7）の段階で P.8.2.66により「pad♂
の最終要素である asのsにrUが代置される。（8）の段

階で「pada「の最終要素である rUに休止が後続してい

るので P.8.3.15により rUにhが代置され， prauha!zが派

生される。
このような反論に対してナーゲーシャは次のように答

える。

αで終わる「upasarg♂に先行された vahにf:Vvlが導入

された prauha~1 (pra+vah+f':Vvl+Sas），あるいは， oで終わ

らない項目 viiriを「upapadaつとしてt:Jvlが導入された

複合語viiηithii（νiiri+vah+t:Jvl+ Tii）などは，文法的には正
しいが，実際の言語使用のないものである。したがって，

P.6.4.132のuTHはこれらの語形を派生するために言及さ
れたわけではない。

なお， t:Jvl接辞導入規則は， P.3ユ64vahas ca// （「ヴェー

ダにおいては sUPで終わるものが「upapada寸であると

き， vahという動詞語根のあとにt:Jvl接辞がおこる」）で

ある。
【関連規則I
P.6.1.67 ver aprktasya // （「「aprkta＇である vの脱落がお
こる」）

P.7.2.116 ata upadhayaJ:i // （「Nあるいは府を it として

持つ［接辞が］後続するとき， 「anga寸の「upadha＇の

「laghu「である oの代わりに「vrddhi寸がおこる」）

P.6.4.132 vaha li!h // （「viihでおわる「bh♂の vの代わり

に「sarpprasarai:ia「であるa(iiTH）の代置がおこる」）

P.6.1.108 samprasarai:iac ca// （「「sarpprasarai:ia「に母音が

後続するとき，先行要素と後続要素の代わりに唯一先行

要素が代置される」）

P.7.3.86 pugantalaghupadhasya ca II （「「sarvadhatuka寸と

「ardhadhatukaつが後続するとき， pUKを最終要素として

持つ「anga「の iKの代わりに，あるいは，「laghu「であ

る「upadha＇をもっ「 ang♂の iKの代わりに「gui:ia「

がおこる」）

P.6.1.94 eni pararupam II （「。音を最終要素として持つ

「upasarga寸に eNで始まる動詞語根が後続するとき，先

行要素と後続要素の代わりに後続要素が唯一代置される」）
P.6.1.89巴tyedhatyuthsuII （「。音に eCではじまる i「行く」，

edh「成長する」という動詞語根，あるいはitTHが後続す

るとき，先行要素と後続要素の代わりに「vrddhi寸が唯

一代置される」）

P.8.2.66 sa叫u~o ruJ:i II （「sを辰終要素として持つ「pad♂

と saju~ というこの「pad♂の最終要素の代わりに rU が
おこる」）

P.8.3.15 kharavasanayor visa1:janlyah II （「khARと休止が後
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はない110 

［しかし，助に Kv!Pが後続する］ prauhal; 

(praiih 「運ぶもの」， acc.pl.) などの語形はま

さに不正形である。なぜなら「vrddhi寸代置が

結果しないからである。この［励ωの一部であ

る］ ahaは意味を持たないものであるから， vt.

3 on P.6.1.89 prad uh0<;lho<;ihye明i~ye~u も適用さ
れない120

続するとき rを最終要素として持つ「pada＇の最終要素
にvisarga代置がおこる」）

IIこの場合の viiηuhiiの派生は以下の通りである。

[viiηuhaの派生】
(1) viiri-Nas +ah+ KvlP +Ta 

(2）νiiri-as + ah ＋ φ ＋ ii P.6.1.67 
(3) viiri + ilh ＋ φ ＋ ii P.2.4. 71 
(4)va1y +ah＋ φ ＋ ii P.6.1. 77 

varyuhii 

［派生説明］
(1）の段階で viiryiihiiの構成要素が並べられる。（2）の

段階で P.6.1.67により KvlPの vにφが代置され，脱落

がおこる。（3）の段階で P.2.4.71により viiriに後続する
sUPであるNasの脱落がおこる。（4）の段階で iKである
凶 riのiに母音であるdが後続しているので iの代わりに
半母音である yが代置され， viirytlhiiが派生される。
［関連規則］

P.3.2.76 kvip ca// （「「upapadaつがあってもなくても，す
べての動調語根のあとに KvlP騒辞がおこる」）

P.6.1.67 ver aprktasya // （「「aprkt♂である vの脱落がお
こる」）

P.2.4.71 supo dhatupratipadikayoり／／（「「dhatu「という術

語で呼ばれるものと， 「pratipadika「という術語で呼ば

れるものの内部に含まれる sUPの脱落がおこる」）
P.6.1.77 iko y叫 aci// （「母音が後続するとき， iKの代わ
りに半母音代置がおこる」）

12【本文の解説】上述したように， prauhゆ(pra+vah＋ー

グvi＋おりあるいは viiryfihii(viiri+vah＋ろTvI+Ta）などの語
形は文法的には正しいが実際の言語運用において見出
されないものである。ところで， viiryiihiiなどの語形は
吋 ri+tlh+KvlP+ Tiiというように分析されるものとして，文
法的にも正しくかっ実際の言語運用においても見出され
るものである。 Llhは動調語根として複数の意味を表示す
ることが可能で、あり，「水瓶を運ぶもの」とし寸意味に関

しでも不整合はない。このことから， prauha~の派生も動
詞語根として vahではなく同を想定して説明することが

可能なのではないかと考えられる。言うまでもなくもし
そのように考えれば， P.6.4.132の適用機会はprauhゅの派
生にはないことになる。すなわち， P.6.4.132におけるLITH

の言及がprauha(Jの派生を説明することを目的としてい
るとは言えないことになるのである。しかしながらナー

ゲーシヤは， pra+iih+asの段階では σ＋tiに「vrddhi寸代
置は起こらず，結果するのはヤroha(Jであって， prauha(J

とし寸語形は不正形となると説明する。
ところで，カーティアーヤナは， P.6.1.89に対する第

3 varttikaで， pralこiihaが後続するとき， praのσとiiha

のdの代わりに「vrddh1寸が唯一代置されるとし寸追加規

定を述べている。

【2.3.1.2. karyakalapak~a における tripadIで、の
an tar拍 ga解釈規則の適用｝

na ca karyakalapak~e tripadyam etatpravrttir 

durvareti vacyam I purvarp. prati parasya-

siddhatvad antarailgabhavena purvasya 

tannirupitabahirailgatvabhavat ta ya tasya-

siddhatvapratipadanasarp.bhavat I na canaya 

purvasyasiddhatvat tadabhavena tarp. prati 

parasiddhatvarp. piirvatra (P.8.2.1) ity anena 

vaktum afakyam iti vacyam I evarp hi viniga-

manavirahad ubhayor apy apravrttyapatteJ:i I kirp.ca 

piirvatrety asya pratyak~atvena tenanumanikya asya 

badha evocit功Iataりkaryakalapak戸’pitripadyam 

asya anupasthitir eva II 

【反論】しかし，［antara白ga規則xが tripadI中の

規則であり， bahira白ga規則 yがそこに含まれ

ない規則である場合に，］ karyakalapak~a では，
tripadIにおいてこの［解釈規則］がおこること

は避けがたい。

【答論】そのように言つてはならない。［P.8.2.1

purvatrasiddhamにより，］先行［規則y］に対し

て後続［規則x］が成立していない［ことにな

る］から， antarailga規則xは存在しないものと

みなされる。したがって，先行［規則y］はその

[antarailga規則xに］条件づけられた bahirailga

とはならないから，その［解釈規則］によって

その［先行規則y］の［適用が］成立していな

いことを説明することはできないからである。

【反論｝この［antarailga解釈規則x］によって先

行［規則y]［の適用］は成立していないから，

その［先行規則yは］存在しない。したがって

「先行規則 yに対して後続規則 xは成立してい

ない」ということを P.8.2.l purvatrasiddhamと

いうこの規則によって言うことはできない。

【答論】そのように言ってはならない。なぜな

らこのような場合，［antarailga規則と P.8.2.1の

どちらが適用されるかを］決定する要素がない

vt. 3 on P.6. I .89(III.69.9ぺ0）：目 praduhoc.Ihoc.Iye~ai~ye号U
／／（「pralこ励。，可＇ha，吋＇hi, e~a, e~ya というこれら

の［語］が後続するとき［「vi;ddhi「代置がおこる］」）
この追加規定を考慮すれば， praに励。 （Llh+asのσ）が

後続するということから， 「vrddhi「代置が適用可能と
なる。しかし，この派生のilhaは同と asの。という単
なる音の連続であり，有意味単位ではない。これに対し

てvt.3の追加規定は，有意味単位としてのilhaを想定し
ている。したがって以下の解釈規則により， pra＋励。の

段階においてこの追加規定を適用することはできない。
円三14:arthavadgrahai:ie nanarthakasya // （「文法規則に
おいて有意味項目が言及されているとき，その項目に
よって意味をもたない項目は意図されない」）
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のでどちらの規則も適用されなし功〉らである。

さらに， P.8.2.l piirvatrasiddhamというこの

［規則］は直接知覚されるので，それ［P.8ユI]

によって ［uTHを徴標とする］推理に基づくこ

の［antarat'lga解釈規則］がまさに阻止されるの

が適切である。このことから， karyakalapak~a
TもtripadIにおいてこの［解釈規則］はまさに

想起されない1¥

【2.3.1.2. karyakalapak刊における tripadIでの

antarat'lga解釈規則の適用］

ata eva karyaka!apak~am evopakramyokta-

yuktir uktvato ’yuk to ’ya111 pariharo na va 

bahiraiJ.galak~a9"atvad ifity ukta111 visarjanl"yasutre 

bha~ye siddhantina I tripadlsthe’ntara白gekartavye 

’ya111 pariharo na yukta iti tadarthaりIki111 tu 

vacanam evarabdhavyam iti tad扇町功 Iata eva 

nigalyata ityadau latvartha111 tasya do与aiti vacanam 

13 【本文の解説］ P.8ユ1purvatrasiddhamは， P.8ユ.2以

降で規定されている規則はその規則以前に規定されてい

る規則に対して成立していないと見なされることを規定

している。
P.8.2. l piirvatrasiddham // （「P.1-8.lまでで規定された

規則に対して P.8.2-8.4で規定された規則は効力を生
じない。 P.8.2-8.4で規定された規則同士でも先行す

る文法規則に対して後続する文法規則は効力を生じ
ないJ)

antara白ga解釈規則は sap品dasaptadhyayTにあると考えられ

ているので， P.8ユlにより汀ipadIにある規則は antaranga
解釈規則に対して成立していないと見なされる。

しかし次の解釈規則がある。

PIS3: karyakalarμ sa利回paribha叩 nII （「術語規則と解
釈規則は操作によって引きつけられるJ)
この解釈規則は， karyakalapak~a を表明したものである。
この解釈規則によれば，解釈規則は tripadTでh規定された

操作によっても引きつけられる。ナーゲーシャは次のよ

うに述べている。

PIS (2.8-9): karyakalapak~e tu tripadyam apy upasthitir 
iti vise~功／（「しかし， karyakalapak~a では tripadTにお
いても［解釈規則が］乱包されるという違いがある」）

したがって， antara白ga解釈規則も tripadTでー規定された操

作に対して有効に機能することが推測できる。しかし，
antaranga解釈規則がtripadTで規定されている操作にも有

効に働くとすると，以下のような問題がおこる。

今甘ipadTで規定されている操作が antarangaであり，

sapadasaptadhyayTでお規定されている操作がbahirangaであ
るとしよう。 P.8.2.1によると，前者が後者に対して成立

していないことになるので前者が適用されることになり，

一方でantaranga解釈規則によると後者が前者に対して成

立していないことになるので後者が適用されることにな

る。このような場合どちらにしたがって規則適用の優先性

を決定するのかということが問題になる。 karyakalapak~a
でおこる antaranga解釈規則に関しておこる問題とはこ

の問題である。この問題に対するナーゲーシャの答えは，
P.8.2.1はパーニニによって直接言及されたものであるか

ら，その存在が推理によって認められている antaranga解
釈規則を排除すると考えるべきであるというものである。
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evarabdham I anyathantaraiJ.gatvaりりilopatpurvarp 

vaikalpikalatve tadvaiyarthya111 sp時~am eva II 

まさにこのゆえに， P.8.3.15kharavasanayor 

visarjaniyal)に関する Bha~ya において［パタン
ジャリは］，まさに karyak剖apak与aをふまえて

上述の論理を述べた上で，次のような確定見解

を述べている。

「このゆえに，『複合語中で「pada＇の最終

要素である r音に後続要素（uttarapada）が

後続するとき， visarjaniya代置は起こらな

しh』という vt.1に対する『あるいは，この

禁止規定は述べられる必要はない。なぜな

ら，その r音は bahirat'lgaを特徴とするもの

であるから』と述べられた vt.2のこの解決
法は適切ではない」 14

この［Bha~ya の］意味するところは，適用
されるべき antar拍 ga規則がtripadI中の規則でド

ある場合，この［antar組 ga解釈規則に依拠す

る］解決方法は適当ではない，ということであ

I~カーティアーヤナは， P.8.3.15 に対する第 l varttika 

で次の追加規定を述べている。

vt. I on P.8.3.15: visaりanTyo’nuttarapade II （「複合語
中の後続要素がkhARで始まる項目である場合， rを

最終要素として持つ「pad♂の最終要素に visarga代

置はおこらない」）
パタンジャリによれば， niirkufa(niir-kufa）「人の入る容

器（保護者）の」， niirpatya(niir-patya）「人の王の子孫」
というこのような事例においては， visarga代置はおこっ

てはならない。

しかし，カーティアーヤナは，続く第2varttikaでこ
の追加規定を否定する。

vt. 2 on P.8.3.15: na va bahirangalak切りatvatII （「ある
いはこの追加規定を設ける必要はない。なぜなら，［r

音を実現する規則は］ bahiranga規則と特徴づけられ

るから」）
この第2varttikaに関してパタンジャリは次のように述

べる。
MBh on P.8.3.15 (III. 426. 2-9): bahirango 

repha~ I antarango visaりanTya~ I asiddharμ bahir-
a白gamantarange II nai~a yuktaりpariharaりIantarangarp 
bahirangam iti pratidvandvabhavinav巴taupak~au I saty 

an ta rang巴 bahira白garμ sati bahirange 'ntarangam I na 
catrantarangabahira白gayoryugapatsamavasthanam asti I 

（「repha(r音）がbahirangaで visargaがantarangaで

ある。 antaranga操作が適用されるべきとき， bahiranga
操作は成立していない。

しかしこの解決方法は適切ではない。

antarangaとbahirangaというこれら二者は対立的

なものとしておこってX-1をなすものである。すなわ

ち， antarangaがあるとき bahirangaがあり， bahiranga
があるとき antarangaがあるとし〉うように。しかしこ

れらの事例において antarangaとbahirangaが同時に
おこることはない」）



Paribha町 1dusekhara50: asiddhaf!1 bahirailgam antara白ge研究（2)（間瀬）

る。［そしてこの Bha~ya の］意図するところ
は，［antarailga規則がtripadI中の規則で、ある場

合には antarailga解釈規則に依拠するのではな

く］反対に，［Vt.1のような］言明が定式化さ

れるべきである， ということである150

まさにこのような理由から， nigiilyate（「飲み込

15 【本文の解説］

[narpatyaの派生］
(I) nrpati ＋ ~ya P.4.1.85 

(2) niirpati + ya P.7.2.117 

(3) niirpat + ya P.6.4.148 

niirpatya 

*(3) niif:ipati + ya P.8.3.15 

［派生説明］
(1）の段階で P.4.1.85により nrpatiに彼の子孫の意

味で~ya が導入される。（2）の段階で府を it として持つ

「taddhit♂接辞である~ya が後続しているので P.7.2.117

により「ailgaつの最初の母音に「vrddhi「が代置される。

(3）の段階で「bha寸である niirpatiに「taddhit♂接辞で

ある~ya が後続しているので P.6.4.148 により「bha「の
最終要素である tが脱落して niirpatyaが派生される。こ
の派生の（3）の段階で niirのrにP.8.3.15により visarga

代置が適用可能でーある。この visarga代置を禁止するため
に， vt.1: visaりaniyo’nuttarapad巴という禁止規定が提案
されている。もし visarga代置が適用されれば， ni1[1patya

という不正形が結果するであろう。
しかし，上記派生手続きの（2）の段階で適用されてい

るP.7.2.117による「vrddhi寸代置を，（3）で適用可能であ
るP.8.3.15による visarga代置に対する bahirailgaとみな
せばどうであろう。この場合， antar油 ga解釈規則の適用

により， 「vrddhi寸代置を visarga代置に対して成立して
いないものとみなすことができょう。これがvt.1に提案
された禁止規定を必要ないものとして否定する vt.2の意
図である。
パタンジャリは，カーティアーヤナのこの vt.2の提案

を否定する。パタンジャリによれば， antarailga解釈規則
が適用できる環境は，「antarailgaがあるとき bahirailgaが

あり， bahirailgaがあるとき antarailgaがある」という環
境である。 visarga代置は tripadIで‘規定されている操作で
ある（P.8.3.15）。したがって， P.8.2.1purvatrasiddhamに

よって，その操作は， P.7.2.117が規定する「vrddhi寸代
置に対して antarailgaであっても，存在しないものとみな
され， antarailga解釈規則の適用環境にないのである。パ
タンジャリが Vt.2の提案を否定するその意図は，要する

に， antarailgaがtripadIにある規則で規定されているから
vt. 2は言われるべきではないということである。パタン
ジャリによれば， antarailgaがtripadrの規則で、規定されて

いる操作であり， bahirailgaがsapadasaptadhyayfにある規
則で規定されている操作である場合には， antarailga解釈
規則は有効でない。これが重要なここにおけるポイント

である。

【関連規則I
P.4.1.85 dityadityadityapatyuttarapadai:i i:iyaり／／（「diti,adit1, 

MiのG のあとに，さらに， pati を後続要素とする

「pratipadika1 のあとに，この規定以降， P.4.4.2までに
規定されている意味で、Nya接辞がおこる」）

まれるJni-gf', causative ni”giili, 3rd. sg. passive) 

などの事例16における l音代置を目的として，

「その［P.l. l.58に対する追加規定である『さら

に，先行規則に対して成立しないものである

場合には原要素と同じように扱われることは

ない』という Vt. 3］には難点がある」という

P.7.2.117 taddhit巴~v acam ade~ // （「元とNをitとして持つ

「taddhita寸接辞が後続するとき， 「a白gaつの母音のうち

最初の母音の代わりに「vrddhi寸代置がおこる」）

P.1.1.51 urai:i rapara~ // （「rに代置される a~は， r を後続
する」）
P.6.4.148 yasyeti ca// （「最終要素に i音または o音を持つ

「bha寸に［女性形のJIまたは「taddhit♂接辞が後続す

るとき，その「bha「の最終音に脱落がおこるJ)

P.8.3.15 kharavasanayor visaηanfyめ／／（「khARと休止が後

続するとき， rを最終要素として持つ「pada寸の最終要
素に visarga代置がおこる」）

16 [nigiilyateの派生】
(I) ni-gf + ~iC P.3.1.26 

(2)ni-gf ＋ ~iC+ lATP.3.2.123 

(3) ni-gf + ~iC + tiP P.3.4.78 

(4) ni-gf + ~iC + ta P.1.3.13 

(5) ni gf + f:liC + te P.3.4.79 

(6) ni-gf + f:liC + yaK + te P.3.1.67 

(7) nトgf ＋ φ＋ yaK + te P.6.4.51 

(8) ni-giir ＋ゆ＋yaK + te P.7.2.115 

(9) ni-giil ＋ φ＋ yaK + te P.8.2.21 

nigiilyate 

［派生説明］
(1）の段階で P.3.1.26により ni-gfに使役接辞f:liCが導

入される。（2）の段階で P.3ユ123により現在接辞LATが
導入される。（3）の段階で P.3.4.78により LATに三人称単

数「parasmaipad♂の代置要素である tiPが代置される。
(4）の段階で P.1.3.13により，行為と行為の目的の表示の

ために， 「atmanepad♂の代置要素である taが代置され

る。（5）の段階でP.3.4.79により「atmanepada「の最終要
素である oの代わりに εが代置される。（6）の段階で派生
動調語根nigf-i (P.3.1.32 sanadyanta dhatavaり）に行為と行

為の目的を表示する「sarvadhatuka「である teが後続し

ているので， P.3.1.67により yaKがおこる。（7）の段階で

yaKは附加辞 iTてψ始まる「ardhadhatuka「ではないので，

P.6.4.51によりf:liCの脱落がおこる。（8）の段階でni-gfは

母音を最終要素として持つ， Nをitとして持つ接辞に後続

された「a均♂であるのでP.7.2.115によりrに「vrddht「

であるdが代置される。そのdは自動的に R1.1.51により
rに後続される。（9）の段階で gfにf（加C）が後続してい
るので P.8.2.21により gfのrの代わりに任意でlがおこ
り， nigiilyateが派生される。

［関連規則】
P.3.1.26 hetumati ca// （「使用者（hetu）の働きが表示され

るべきとき，動詞語根のあとにf:liC接辞がおこる」）
P.3.2.123 vartamane lat// （「現在に属する行為を表示する

動詞語根のあとに M吋妾辞がおこるJ)

P. 3. 4. 78 ti ptas jhi si pthasthami bvasmastatal]lj hathasathi.il]l-

dhvamisJvahimahi白／／（「L音の代わりに， tiP, tas, jhi, 

siP, rhas, tha, miP，νas, mas, ta, iitiim, jha, thiis, 
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言明（vt.10）が定式化されている。もし反対に

[antarailga解釈規則が tripadI中の antarailga規

則に関係する］とするならば， antarailgaであ

ることからl:liCの脱落に先立つて任意に l音代

置が適用されることになり，この場合その言明

[ vt. IO］の不要性はまったく明らかである170 

iithiim, dhvam, iT, vahi, mahiNという代置要素がお

こる」）
P.1.3.13 bhavakarmal)oJ:i // （「行為と行為の目的が表示され

るべきとき， 「atmanepada寸がおこる」）

P.3.4.79 ~ita atmanepadanarp. // （「Tをitとして持つ L音の

代わりに「atmanepada「カfおこる。その「atmanepada「

の「！I「（最終母音で始まる音節）の代わりに eが代置さ

れる」）
P.3.1.67 sarvadhatuke yak// （「行為と行為の目的を表示する

「sarvadhatuk♂が後続するとき，動調語根のあとにyaK
接辞がおこる」）
P.6.4.51 !)er ani¥i // （「附加辞 qて納始まらない

「ardhadhatuk♂が後続するとき!:Iiの脱落がおこる」）

P.6.4.64 ato Iopa iti ca // （「iTと母音で始まる KとNをit

として持つ守rdhadhatuka「が後続するとき，「guru寸で

あるdを最終要素とする「aiJg♂のdの脱落がおこる」）

P.7.2.115 aco fil)iti// （「fJあるいはNをitとして持つ［接辞

が］後続するとき，母音を最終要素とする「aiJga「の代

わりに「vrddhi「がおこる」）
P.8.2.21 aci vibha~a // （「母音で始まる接辞が後続すると
き， gfのrの代わりに任意に l代置がおこる」）単一項目

xに関する「xで始まる」（tadiidi）「xで終わる」（tadanta)
の適用は， P.1.1.21adyantavad ekasminという拡大適用規

則による。
17【本文の解説】カーティアーヤナは， P.1.1.58に対す

る第3varttikaで次のように述べる。

vt. 3 on P.1.1.58: piirvatrasiddh巴ca//
（「さらに， P.8.2.1piirvatrasiddhamの支配下規則に

おいて， sthanivadbhiivaはおこらない，という禁止規

定が述べられるべきである」）
この varttikaは， tripadl中の規則の適用に際して代置要

素を原要素として扱うこと（sthanivadbhava）を禁止する。

しかし， P.1.1.58に対する第 l0 varttikaに次のように

述べられる。

vt. 10 on P.1.1.58: tasya do切り sarpyogiidilopalatva-
natv巴~u // 

（「「sarμyoga寸の第一要素の脱落操作， l音代置操

作， n音代置操作に関して，その［vt.3の禁止規定］

には難点がある」）

「sarμyoga寸の第一要素の脱落操作， l音代置操作， p
音代置操作は，それぞれ tripadl中の P.8.2.29, P.8.2.21, 
P.8.4.1 lによるものである。 nigiilyateの場合，派生の（9)
の段階で適用されている P.8ユ21による l音代置操作は

母音で始まる接辞l:/iCを恨拠として適用される。しかし，

l:/iC はP.8.2.21が適用される段階ですでに脱落している
ので vt.3で示されているように tripadIで、規定されてい

る操作の適用に関しては代置要素が原要素として扱われ
ないのであれば、母音で始まる接辞がないので P.8.2.21は

適用できないことになる。そのような事態を考慮、して vt.

10が述べられているのである。

[2.3.1.2. karyakalapak刊における tripadIで、の

antarailga解釈規則の適用｝

ye 'pi lak~yanurodhad anumanikyapy antar-

angaparibha号aya pratyak号asiddhasya purvatrety 

asya badhaqi vadanti te’pi lak~a9aikacak~urbhir 

nadartavya iti dik II 

文法規則によって特徴づけられるべき正しい

語形 (lak~ya）に随順して， antarailga解釈規則は
確かに推理に基づいて確立されるものであると

しても，それによって直接知覚によって確立さ

れる P.8.2.1 piirvatrasiddhamが阻止される，と

主張するものたちがいるとしても，文法規則

(lak~ai:ia）だけに目を注ぐ文法家達は彼らを気
にする必要はない。

以上が一般的議論の方向である。

（未完）
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